
密接公益法人の基準（関係法令） 

 

密接公益法人の基準は、以下のとおりです。 

(注)職員の退職管理に関する内閣官房令第９条の基準及び行政執行法人の役員の退職管理

に関する内閣官房令第８条の基準は同様のものです。 

 

○職員の退職管理に関する内閣官房令（平成 20 年内閣府令第 83 号）（抄） 

（内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る国と特に密接な関係がある公益社団法人又

は公益財団法人） 

第九条 令第三十二条に規定する内閣官房令で定めるものは、国の機関が所管する公益社団法人又

は公益財団法人（以下「公益法人」という。）であって、次の各号に掲げるものとする。 

一 一般の閲覧に供されている直近の事業年度の決算（次号において単に「直近事業年度決算」

という。）において、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類

する給付金（以下「給付金等」という。）のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付した

当該給付金等の金額の割合が二分の一以上であるもの（ただし、当該事業年度の次年度以降

において、当該公益法人が国から交付を受ける給付金等のうちに占める当該公益法人が第三

者へ交付する当該給付金等の金額の割合が二分の一未満であることが確実と見込まれるもの

を除く。） 

二 直近事業年度決算において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国か

ら受けた給付金等の総額の割合が三分の二以上であるもの（ただし、当該事業年度の次年度

以降において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受ける給付金

等の総額の割合が三分の二未満であることが確実と見込まれるものを除く。） 

三 法令（告示を含む。以下この条において同じ。）の規定に基づく指定、認定その他これら

に準ずる処分により、試験、検査、検定その他これらに準ずる国の事務又は事業を行うもの

（ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。） 

四 当該公益法人が独自に行う試験、検査、検定その他これらに準ずる事務又は事業を奨励す

ることを目的として国が行う法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分を受

けて、当該事務又は事業を行うもの（ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものそ

の他これに準ずるものを除く。） 

 

（参考） 

○職員の退職管理に関する政令（平成 20 年政令第 389 号） 

（内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人） 

第三十二条 法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人（以

下「公益法人」という。）は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これら

に類する給付金（以下この条において「給付金等」という。）のうちに占める第三者へ交付した

金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総

額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他

の事情を勘案して内閣官房令で定めるものとする。 



 

○行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令（平成 20 年内閣府令第 84 号）

（抄） 

（内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公

益財団法人） 

第八条 令第十八条に規定する内閣官房令で定めるものは、国の機関が所管する公益社団法人又

は公益財団法人（以下「公益法人」という。）であって、次の各号に掲げるものとする。 

一 一般の閲覧に供されている直近の事業年度の決算（次号において単に「直近事業年度決算」

という。）において、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類

する給付金（以下「給付金等」という。）のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付した

当該給付金等の金額の割合が二分の一以上であるもの（ただし、当該事業年度の次年度以降

において、当該公益法人が国から交付を受ける給付金等のうちに占める当該公益法人が第三

者へ交付する当該給付金等の金額の割合が二分の一未満であることが確実と見込まれるもの

を除く。） 

二 直近事業年度決算において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国か

ら受けた給付金等の総額の割合が三分の二以上であるもの（ただし、当該事業年度の次年度

以降において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受ける給付金

等の総額の割合が三分の二未満であることが確実と見込まれるものを除く。） 

三 法令（告示を含む。以下この条において同じ。）の規定に基づく指定、認定その他これら

に準ずる処分により、試験、検査、検定その他これらに準ずる国の事務又は事業を行うもの

（ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。） 

四 当該公益法人が独自に行う試験、検査、検定その他これらに準ずる事務又は事業を奨励す

ることを目的として国が行う法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分を受

けて、当該事務又は事業を行うもの（ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものそ

の他これに準ずるものを除く。） 

 

（参考） 

○行政執行法人の役員の退職管理に関する政令（平成 20 年政令第 390 号） 

（内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人） 

第十八条 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公

益財団法人（以下「公益法人」という。）は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託

費その他これらに類する給付金（以下この条において「給付金等」という。）のうちに占める第

三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人

の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委

託の有無その他の事情を勘案して 内閣官房令で定めるものとする。 

 

 


